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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金型ロールを回転させることで被転写膜の表面にナノメートルサイズの突起を連続的に形
成するローラー型ナノインプリント装置であって、
該金型ロールは、外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒体であり、
該ナノインプリント装置は、該金型ロールの内周面に囲まれた領域に、流体の注入により
膨張可能な弾性膜を備える流体容器を有し、
該弾性膜を収縮させた状態で金型ロールの着脱を行い、該弾性膜を膨張させた状態で金型
ロールを内側から保持し、
該弾性膜を膨張させて金型ロールの内周面に接触させることにより金型ロールを保持する
ことを特徴とするローラー型ナノインプリント装置。
【請求項２】
前記金型ロールは、実質的に継ぎ目が形成されていないことを特徴とする請求項１記載の
ローラー型ナノインプリント装置。
【請求項３】
前記金型ロールは、研磨されたアルミニウム管の外周面に、陽極酸化法により前記ナノメ
ートルサイズの窪みを形成したものであることを特徴とする請求項１又は２記載のローラ
ー型ナノインプリント装置。
【請求項４】
前記金型ロールは、流体容器との位置決めに用いられる位置あわせ機構を有することを特
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徴とする請求項１～３のいずれかに記載のローラー型ナノインプリント装置。
【請求項５】
前記流体容器との位置決めに用いられる位置あわせ機構は、金型ロール又は流体容器の回
転軸方向及び／又は円周方向に伸びる、線状溝構造又は線状突起構造であることを特徴と
する請求項４記載のローラー型ナノインプリント装置。
【請求項６】
前記金型ロールは、押出加工により形成された円筒状のアルミニウム管の外周面を切削研
磨し、更にエッチングと陽極酸化とを交互に繰り返すことにより、該外周面に円錐形の窪
みを形成したものであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のローラー型ナ
ノインプリント装置。
【請求項７】
前記流体容器は、該弾性膜が膨張して金型ロールを内側から保持した状態で固定ロールが
回転することにより金型ロールを回転させるものであり、かつ
金型ロールとの位置決めに用いられる位置あわせ機構を有する
ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のローラー型ナノインプリント装置。
【請求項８】
前記金型ロールとの位置決めに用いられる位置あわせ機構は、金型ロール又は流体容器の
回転軸方向及び／又は円周方向に伸びる、線状溝構造又は線状突起構造であることを特徴
とする請求項７記載のローラー型ナノインプリント装置。
【請求項９】
前記流体容器は、該弾性膜が膨張して金型ロールを内側から保持した状態で固定ロールが
回転することにより金型ロールを回転させるものであり、かつ
ベアリングが設けられたものである
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のローラー型ナノインプリント装置。
【請求項１０】
ナノメートルサイズの突起が表面に形成されたナノインプリントシートの製造方法であっ
て、
該製造方法は、外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒状の金型ロールと、
該金型ロールの内周面に囲まれた領域に設けられ、かつ流体の注入により膨張可能な弾性
膜を備える流体容器とを用いるものであり、
該弾性膜を収縮させた状態で金型ロールの着脱を行い、該弾性膜を膨張させた状態で金型
ロールを内側から保持し、かつ
金型ロールを回転させながら被転写膜への型押しを連続的に行い、
該弾性膜を膨張させて金型ロールの内周面に接触させることにより金型ロールを保持する
ことを特徴とするナノインプリントシートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ローラー型ナノインプリント装置、ローラー型ナノインプリント装置用金型ロ
ール、ローラー型ナノインプリント装置用固定ロール、及び、ナノインプリントシートの
製造方法に関する。より詳しくは、低反射率が得られる表面処理がなされた樹脂シートを
製造するのに好適なローラー型ナノインプリント装置、ローラー型ナノインプリント装置
用金型ロール、ローラー型ナノインプリント装置用固定ロール、及び、ナノインプリント
シートの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
金型に刻み込んだナノメートルサイズ（１～１０００μｍ）の凹凸（以下、「ナノ構造」
ともいう。）を、基板上に塗布した樹脂材料に押し付けて形状を転写する技術、いわゆる
ナノインプリント技術が、近年注目されており、光学材料、ＩＣの微細化、臨床検査基板
等への応用を目指す研究がなされている。ナノインプリント技術の利点としては、さまざ
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まな特徴を備える部品を、リソグラフィとエッチングを使う従来のパターン形成技術に比
べて低コストで作れる点が挙げられる。この理由としては、ナノインプリント技術で使わ
れる装置の構成が簡便で従来技術で使われる装置に比べて安いことや、同じ形状の部品を
短時間で大量に製造することが可能なことが挙げられる。
【０００３】
ナノインプリント技術の方式としては、熱ナノインプリント技術、ＵＶナノインプリント
技術等が知られている。例えば、ＵＶナノインプリント技術は、透明基板上に紫外線硬化
樹脂の薄膜を成膜し、該薄膜上に、ナノ構造を有する金型を押し付けて、その後に紫外線
を照射することにより、透明基板上に金型の反転形状のナノ構造を有する薄膜を形成する
ものである。研究段階でこれらの方式を用いる場合には、平らな金型を用い、バッチ処理
によりナノ構造を形成するのが一般的である。
【０００４】
ナノインプリント技術により、大量に安く、ナノ構造を有する薄膜を製造するためには、
バッチ処理よりもロール・ツー・ロール処理を用いる方が好適である。ロール・ツー・ロ
ール処理によれば、金型ロールを用いて連続的にナノ構造を有する薄膜を製造することが
できる。
【０００５】
ロール・ツー・ロール処理を用いたナノインプリント技術としては、例えば、図１８に示
すように、小型の金型ロール５２を順次、横にスライドさせてパターンを継ぎながら大型
の金型ロール５１上に塗布した紫外線硬化樹脂にパターンを転写し、大型の金型ロール５
１上にパターンを形成する方法が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。しかし
ながら、この方法では、大型ロール５１内でパターンを継ぐために、基本的に、形成され
るナノ構造は継ぎ目を有するものとなり、小型の金型ロール５２の幅よりも大きなナノ構
造を形成するのには適していない。
【０００６】
ロール・ツー・ロール処理に用いるロールに関し、ナノインプリント技術以外の分野にお
いて、ロール材に凹凸パターンを直接形成するロールの作製方法（例えば、特許文献２、
３参照。）が開示されている。しかしながら、この方法をナノインプリント技術に応用す
る場合、ナノ構造が形成された金型ロールに、金型ロールとナノインプリント装置を連結
するための軸受け機構等を備え付けなければならず、金型ロールが高価になってしまうこ
とが量産上の問題となる。
【０００７】
また、凹凸パターンを有する円筒状の部材をロールに取り付ける方法（例えば、特許文献
４の図７参照。）が開示されている。しかしながら、この方法によっては、ナノ構造を、
金型ロールの外周を一周させてつなぎ合わせることは難しく、継ぎ目をなくすことは困難
であった。
【０００８】
これに対し、ナノ構造を有する光学材料の製造技術の分野において、陽極酸化により表面
にナノサイズの穴を形成したアルミニウム基板を金型として用いる方法が知られている（
例えば、特許文献５～８参照。）。なお、光学材料において、ナノ構造の一種として「モ
スアイ構造」が知られている。モスアイ構造は、例えば、透明基板の表面にナノメートル
サイズのコーン状の突起を多数形成したものが挙げられる。このようなモスアイ構造によ
れば、空気層から透明基板にかけて屈折率が連続的に変化するために、入射光は光学的な
表面と認識しなくなり、反射光を激減させることができる（例えば、特許文献６～９参照
。）。
【０００９】
この陽極酸化を用いる方法によれば、ナノメートルサイズの窪みを表面に、ランダムに、
ほぼ均一に形成することが可能であり、円柱状又は円筒状の金型ロールの表面に、連続生
産に必要な継ぎ目のない（シームレスな）ナノ構造を形成することができる（例えば、特
許文献８の図１９参照。）。
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【特許文献１】特開２００７－２０３５７６号公報
【特許文献２】特開２００５－１４４６９８号公報
【特許文献３】特開２００５－１６１５３１号公報
【特許文献４】特開２００７－２８１０９９号公報
【特許文献５】特表２００３－５３１９６２号公報
【特許文献６】特開２００３－４３２０３号公報
【特許文献７】特開２００５－１５６６９５号公報
【特許文献８】国際公開第２００６／０５９６８６号パンフレット
【特許文献９】特開２００１－２６４５２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、金型ロールは、ナノインプリント装置において永続的に使用されるもので
はなく、一定期間の使用の後、交換が必要となるため、安価であることが強く求められる
。これに対しては、金型ロールを円筒状にして、交換部材である金型ロールの構造を単純
化することが有効である。一方で、ナノ構造が転写される被転写膜の厚みが不均一になる
ことを防止するために、被転写膜の表面を均一に加圧しながらナノ構造の転写を行う必要
があり、円筒状の金型ロールを用いる場合、金型ロールの位置及び向きを高精度に制御で
きるナノインプリント装置への取り付け方法が求められる。これに対し、ボルト等のねじ
、スプロケット等の締め付け治具、スペーサーといった装着機構を用いる方法では、金型
ロールの位置及び向きを高精度に制御することと、金型ロールの容易な着脱とを両立する
ことは困難であった。
【００１１】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、金型ロールによりナノ構造が転写され
た被転写膜の厚みが不均一になることを防止することができ、また、金型ロールを容易に
交換することができるローラー型ナノインプリント装置、ローラー型ナノインプリント装
置用金型ロール、ローラー型ナノインプリント装置用固定ロール、及び、ナノインプリン
トシートの製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは、円筒状の金型ロールを用いるローラー型ナノインプリント装置について種
々検討したところ、ナノインプリント装置への金型ロールの取り付け方法に着目した。そ
して、流体の注入により膨張可能な弾性膜を用い、上記弾性膜を収縮させた状態で金型ロ
ールの着脱を行い、上記弾性膜を膨張させた状態で金型ロールを内側から保持することに
より、金型ロールによりナノ構造が転写された被転写膜の厚みが不均一になることを防止
することができ、また、金型ロールを容易に交換することができることを見いだし、上記
課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達したものである。
【００１３】
すなわち、本発明は、金型ロールを回転させることで被転写膜の表面にナノメートルサイ
ズの突起を連続的に形成するローラー型ナノインプリント装置であって、上記金型ロール
は、外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒体であり、上記ナノインプリン
ト装置は、上記金型ロールの内周面に囲まれた領域に、流体の注入により膨張可能な弾性
膜を備える流体容器を有し、上記弾性膜を収縮させた状態で金型ロールの着脱を行い、上
記弾性膜を膨張させた状態で金型ロールを内側から保持するローラー型ナノインプリント
装置（以下、「本発明の第１のナノインプリント装置」ともいう。）である。
【００１４】
本発明においては、外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒体の金型ロール
を回転させることにより、被転写膜に対する型押し、及び、被転写膜からの離型を連続的
に行うことができ、その結果、表面にナノメートルサイズの突起が形成された製品を高速
かつ大量に製造することができる。また、円筒体の金型ロールを回転させる方法によれば
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、シームレスな（継ぎ目のない）表面構造を形成することができる。
【００１５】
被転写膜は、金型ロールを型押しすることで、金型ロールの外周面に形成されたナノメー
トルサイズの窪みの反転形状を有するナノメートルサイズの突起を形成することができる
ものであれば特に限定されず、例えば、シート状の樹脂が好適である。樹脂に転写を行う
場合、未硬化又は半硬化の樹脂に型押しした後、硬化処理を行うことが好ましい。
【００１６】
本明細書において、ナノメートルサイズの窪みとは、深さが１ｎｍ以上、１μｍ（＝１０
００ｎｍ）未満の窪みをいい、ナノメートルサイズの突起とは、高さが１ｎｍ以上、１μ
ｍ（＝１０００ｎｍ）未満の突起をいう。また、本明細書においては、ナノメートルサイ
ズの窪みが形成された表面構造、及び、ナノメートルサイズの突起が形成された表面構造
をナノ構造ともいう。ナノ構造としては、モスアイ構造、ワイヤーグリッド構造等が挙げ
られる。
【００１７】
本発明の第１のナノインプリント装置は、金型ロールの内周面に囲まれた領域に、流体の
注入により膨張可能な弾性膜を備える流体容器を有する。流体容器は流体を注入して弾性
膜を膨張させることができる構造を有していれば特に限定されず、例えば、弾性膜を袋状
にしたものであってもよいし、剛体からなる容器の開口部を弾性膜で封止したものであっ
てもよい。このような流体容器を用いることによって、弾性膜を収縮させた状態で金型ロ
ールの着脱を行い、弾性膜を膨張させた状態で金型ロールを内側から保持することが可能
となる。そして、流体の圧力を利用することにより、金型ロールの内周面に均等に圧力を
印加して金型ロールを保持することができるので、均一な厚さの被転写膜を得ることがで
きる。また、流体を流体容器から排出すれば弾性膜が収縮し、金型ロールの着脱が可能と
なることから、金型ロールを容易に交換することができる。
【００１８】
本発明の第１のローラー型ナノインプリント装置は、上述の金型ロール、及び、流体容器
を構成要素として備えるものである限り、その他の部材により特に限定されるものではな
い。
【００１９】
本発明の第１のローラー型ナノインプリント装置の好適な形態としては、例えば、（１）
該装置に取り付け可能であり、かつ開口が形成された中空の中空ロールを有し、上記弾性
膜は、袋状であり、上記流体容器は、上記袋状の弾性膜からなる弾性袋であり、上記ナノ
インプリント装置は、上記金型ロールの内周面に囲まれた領域に、上記中空ロールが配置
され、上記中空ロール内に弾性袋が配置されており、上記弾性袋を膨張させて中空ロール
の開口から露出させた部分を金型ロールの内周面に接触させることにより金型ロールを保
持し、金型ロールを保持した状態で中空ロールを回転させることにより金型ロールを回転
させる形態、（２）上記流体容器は、上記ナノインプリント装置に取り付け可能であり、
かつ開口が形成された中空ロールの該開口を上記弾性膜により塞いだものであり、上記ナ
ノインプリント装置は、弾性膜を膨張させて金型ロールの内周面に接触させることにより
金型ロールを保持し、金型ロールを保持した状態で中空ロールを回転させることにより金
型ロールを回転させる形態、（３）該装置に取り付け可能であり、かつ金型ロールの内周
面に囲まれた領域に配置された回転体を有し、上記弾性膜は、袋状であり、上記流体容器
は、上記袋状の弾性膜からなる弾性袋であり、かつ上記回転体の周囲に取り付けられ、上
記ナノインプリント装置は、上記弾性袋を膨張させて金型ロールの内周面に接触させるこ
とにより金型ロールを保持し、金型ロールを保持した状態で回転体を回転させることによ
り金型ロールを回転させる形態が挙げられる。
【００２０】
上記（１）及び（２）の形態において、中空ロールの好ましい形態としては、開口が形成
された部分を除いて、金型ロールの内周面と対向する面上に弾性体が設けられている形態
が挙げられる。この形態によれば、金型ロールと中空ロールとが接触した場合であっても
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、弾性体が緩衝材として機能し、被転写膜の厚みにむらが生じることや、中空ロール及び
金型ロールが損傷することを防止できる。
【００２１】
上記中空ロールに形成される開口は、金型ロールを安定して保持する観点から、複数形成
されることが好ましい。複数の開口は、実質的に均一な大きさであることが好ましく、ま
た、実質的に均一の間隔で設けられていることが好ましい。
【００２２】
また、上記（３）の形態において、回転体の好ましい形態としては、外周面の上記弾性袋
が取り付けられていない領域上に弾性体が設けられている形態が挙げられる。この形態に
よれば、金型ロールと回転体とが接触した場合であっても、弾性体が緩衝材として機能し
、被転写膜の厚みにむらが生じることや、回転体及び金型ロールが損傷することを防止で
きる。
【００２３】
上記金型ロールの好ましい形態としては、実質的に継ぎ目が形成されていない形態が挙げ
られる。この形態では、金型ロールの外周面に形成されたナノメートルサイズの窪みから
構成される金型パターンが、金型ロールの外周面に連続的に形成される。この形態によれ
ば、被転写膜の表面にナノメートルサイズの突起を実質的に継ぎ目なく形成することがで
き、例えば、被転写膜を超低反射膜として表示装置に貼り付けて用いる場合には、表示む
らの発生を防止することができる。なお、「実質的に継ぎ目が形成されていない」状態と
は、光学的に継ぎ目の存在が検出できない状態であればよい。金型ロールの外周面に、線
状の段差が０．６μｍを超える高さで形成されていない状態が好ましい。また、金型ロー
ルの外周面に、金型パターンのない線状の領域が０．６μｍを超える幅で形成されていな
い状態が好ましい。実質的に継ぎ目が形成されていない形態の金型ロールは、円筒状のロ
ール材の外周面に金型パターンを直接形成した場合に得ることができる。一方、金型パタ
ーンを予め形成した板状のロール材の両端を接合した場合には、接合部分において継ぎ目
が形成されることになる。
【００２４】
また、上記金型ロールの好ましい形態としては、研磨されたアルミニウム管の外周面に、
陽極酸化法により上記ナノメートルサイズの窪みを形成した形態が挙げられる。この形態
によれば、実質的に継ぎ目のない金型ロールを形成することができ、上述の効果を得るこ
とができる。研磨方法としては、切削研磨が好適に用いられる。アルミニウム管の表面を
切削研磨する方法としては、回転させたアルミニウム管に対し、ダイヤモンド製のバイト
を回転軸方向に滑らせて連続的に切削していく方法が好適である。このような方法で研磨
されたアルミニウム管から作製された金型ロールの表面には線条痕が残ることになる。線
条痕は、目視では確認できない大きさであるが、例えば走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で表
面観察することにより確認することができる。また、陽極酸化法によれば、アルミニウム
管の外周面にナノメートルサイズの円錐形状の窪みを形成することができる。そのような
窪みは、陽極酸化法を用いることではじめて得られるものであり、化学的な酸化では、平
面的に酸化膜が形成される。
【００２５】
本発明はまた、本発明の第１のローラー型ナノインプリント装置において好適に用いられ
る金型ロールに関するものでもある。
【００２６】
本発明の第１の金型ロールは、回転しながら被転写膜への型押しを行うことにより、ナノ
メートルサイズの突起を被転写膜の表面に連続的に形成するためのローラー型ナノインプ
リント装置用金型ロールであって、上記金型ロールは、外周面にナノメートルサイズの窪
みが形成された円筒体であり、かつ金型ロールの内周面に囲まれた領域に配置される部材
との位置決めに用いられる位置あわせ機構を有するローラー型ナノインプリント装置用金
型ロールである。上記位置あわせ機構としては、例えば、嵌合構造、フックが挙げられる
。本発明の第１の金型ロールによれば、位置あわせ機構により金型ロールを位置決めする
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ことができるので、金型ロールの着脱が容易になり、型押し時の金型ロールの滑り、ずれ
を防止することができる。
【００２７】
本発明の第２の金型ロールは、回転しながら被転写膜への型押しを行うことにより、ナノ
メートルサイズの突起を被転写膜の表面に連続的に形成するためのローラー型ナノインプ
リント装置用金型ロールであって、上記金型ロールは、押出加工により形成された円筒状
のアルミニウム管の外周面を切削研磨し、更にエッチングと陽極酸化とを交互に繰り返す
ことにより、上記外周面に円錐形の窪みを光の波長よりも小さな深さで形成したものであ
るローラー型ナノインプリント装置用金型ロールである。円筒状のアルミニウム管の製造
方法としては、押出加工が好適であるが、押出加工により製造されたアルミニウム管は、
その表面にナノメートルサイズよりも大きな凹凸が存在することがある。これに対し、ア
ルミニウム管を陽極酸化する前に、切削研磨しておくことで陽極酸化後のアルミニウム管
の表面平滑性を確保することができる。その結果、被転写膜の表面にナノメートルサイズ
よりも大きな凹凸が形成されることを防止できるので、外部光線の散乱が生じ、被転写膜
の表面が白化してしまう現象が抑制される。したがって、例えば、被転写膜を超低反射膜
として表示装置に貼り付けて用いる場合には、表示むらの発生を防止することができる。
なお、切削研磨によれば、円周方向に沿った筋状の痕跡が残ることがあり、押出加工によ
れば、管の延伸方向に沿った筋状の痕跡が残ることがある。このように、切削研磨の痕跡
と押出加工の痕跡とは判別可能である。また、管の内周面は表面加工されることが少ない
ので、管の内周面に押出加工の痕跡が残りやすい。
【００２８】
本発明はまた、本発明の第１のローラー型ナノインプリント装置において好適に用いられ
る固定ロールに関するものでもある。
【００２９】
本発明の第１の固定ロールは、ナノメートルサイズの窪みが外周面に形成された円筒状の
金型ロールを回転させることでナノメートルサイズの突起を被転写膜の表面に連続的に形
成するローラー型ナノインプリント装置用の固定ロールであって、上記固定ロールは、上
記金型ロールの内周面に囲まれた領域（筒内）に配置されるものであり、流体の注入によ
り膨張可能な弾性膜が取り付けられ、上記弾性膜を収縮させた状態で金型ロールが着脱さ
れ、上記弾性膜が膨張して金型ロールを内側から保持した状態で固定ロールが回転するこ
とにより金型ロールを回転させるものであり、かつ金型ロールとの位置決めに用いられる
位置あわせ機構を有するローラー型ナノインプリント装置用固定ロールである。上記位置
あわせ機構としては、例えば、嵌合構造、フックが挙げられる。本発明の第１の固定ロー
ルによれば、位置あわせ機構により金型ロールを位置決めすることができるので、金型ロ
ールの着脱が容易になり、型押し時の金型ロールの滑り、ずれを防止することができる。
【００３０】
本発明の第２の固定ロールは、ナノメートルサイズの窪みが外周面に形成された円筒状の
金型ロールを回転させることでナノメートルサイズの突起を被転写膜の表面に連続的に形
成するローラー型ナノインプリント装置用の固定ロールであって、上記固定ロールは、上
記金型ロールの内周面に囲まれた領域に配置されるものであり、流体の注入により膨張可
能な弾性膜が取り付けられ、上記弾性膜を収縮させた状態で金型ロールが着脱され、上記
弾性膜が膨張して金型ロールを内側から保持した状態で固定ロールが回転することにより
金型ロールを回転させるものであり、かつベアリングが設けられたものであるローラー型
ナノインプリント装置用固定ロールである。本発明の第２の固定ロールによれば、ベアリ
ングを用いることにより、金型ロールが衝撃等により設定された位置からずれた場合に、
金型ロールをフリーな状態に切り替えて回転させることができ、これにより設定された位
置により早く戻す装置調整が可能になる。また、金型ロール及び固定ロールが回転軸方向
でずれることを防止できる。
【００３１】
なお、本発明のローラー型ナノインプリント装置用固定ロールにおいて、弾性膜は、固定
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ロールの一部を構成するものであってもよいし、固定ロールとは別部材であってもよい。
【００３２】
本発明はまた、好ましくは本発明の第１のローラー型ナノインプリント装置を用いるナノ
インプリントシートの製造方法に関するものでもある。すなわち、ナノメートルサイズの
突起が表面に形成されたナノインプリントシートの製造方法であって、上記製造方法は、
外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒状の金型ロールと、上記金型ロール
の内周面に囲まれた領域に設けられ、かつ流体の注入により膨張可能な弾性膜を備える流
体容器とを用いるものであり、上記弾性膜を収縮させた状態で金型ロールの着脱を行い、
上記弾性膜を膨張させた状態で金型ロールを内側から保持し、かつ金型ロールを回転させ
ながら被転写膜への型押しを連続的に行うナノインプリントシートの製造方法（以下、本
発明の第１のシート製造方法ともいう。）もまた本発明の１つである。本発明の第１のシ
ート製造方法によれば、均一な膜厚のナノインプリントシートを安価に製造することがで
きる。上記ナノインプリントシートは、ナノメートルサイズの突起が表面に形成されたシ
ートであれば特に限定されず、例えば、樹脂シートが好適である。ナノインプリントシー
トは、例えば、反射防止フィルムとして好適に用いることができる。なお、上記製造方法
は、金型ロールを回転させながらナノインプリントシートへの型押しを連続的に行う方法
であってもよい。
【００３３】
また、本発明者らは、金型ロールの回転中心（回転軸）に対して実質的に回転対称に配置
された少なくとも３つのピンチロール（保持ロール）により、金型ロールを保持しつつ回
転させる構造によっても、金型ロールによりナノ構造が転写された被転写膜の厚みが不均
一になることを防止することができ、また、金型ロールを容易に交換することができるこ
とを見いだした。すなわち、本発明は、金型ロールを回転させることで被転写膜の表面に
ナノメートルサイズの突起を連続的に形成するローラー型ナノインプリント装置であって
、上記金型ロールは、外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒体であり、上
記ナノインプリント装置は、上記金型ロールの回転中心に対して実質的に回転対称に配置
された少なくとも３つのピンチロールにより、金型ロールを保持しつつ回転させるローラ
ー型ナノインプリント装置でもある（以下、本発明の第２のナノインプリント装置ともい
う。）。本発明の第２のナノインプリント装置によれば、固定ロールを用いる必要がない
ことから、金型ロールの交換が容易である。
【００３４】
本発明の第２のナノインプリント装置において、ピンチロールは、金型ロールとともに被
転写膜を両側（両主面側）から一定の圧力で押えつつ回転することにより、金型ロールを
回転させ、被転写膜を送り出すことができる。このようなピンチロールを実質的に回転対
称に少なくとも３つ配置することにより、ピンチロールのみによって金型ロールを安定的
に保持することが可能である。
【００３５】
本発明の第１のナノインプリント装置の場合と同様に、本発明の第２のナノインプリント
装置において、上記金型ロールは、実質的に継ぎ目が形成されていないことが好ましい。
また、上記金型ロールは、研磨されたアルミニウム管の外周面に、陽極酸化法により上記
ナノメートルサイズの窪みを形成したものであることが好ましい。
【００３６】
また、本発明の第２の金型ロール、並びに、本発明の第２の固定ロールは、本発明の第２
のナノインプリント装置においても好適に用いられる。
【００３７】
本発明はまた、好ましくは本発明の第２のローラー型ナノインプリント装置を用いるナノ
インプリントシートの製造方法に関するものでもある。すなわち、ナノメートルサイズの
突起が表面に形成されたナノインプリントシートの製造方法であって、上記製造方法は、
外周面にナノメートルサイズの窪みが形成された円筒状の金型ロールと、上記金型ロール
の回転中心に対して実質的に回転対称に配置された少なくとも３つのピンチロールとを用
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いるものであり、上記金型ロールは、上記少なくとも３つのピンチロールにより保持され
、上記金型ロール及び上記少なくとも３つのピンチロールを回転させながら被転写膜への
型押しを連続的に行うナノインプリントシートの製造方法（以下、本発明の第２のシート
製造方法ともいう。）もまた本発明の１つである。本発明の第２のシート製造方法によれ
ば、均一な膜厚のナノインプリントシートを安価に製造することができる。なお、上記製
造方法は、上記金型ロール及び上記少なくとも３つのピンチロールを回転させながら、ナ
ノインプリントシートへの型押しを連続的に行う方法であってもよい。
【発明の効果】
【００３８】
本発明のローラー型ナノインプリント装置によれば、金型ロールによりナノ構造が転写さ
れた被転写膜の厚みが不均一になることを防止することができ、また、金型ロールを容易
に交換することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
以下に実施形態を掲げ、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施形態のみ
に限定されるものではない。
【００４０】
実施形態１
図１は、実施形態１に係るローラー型ナノインプリント装置の全体構成を示す説明図であ
る。
本実施形態のローラー型ナノインプリント装置においては、まず、基材フィルムロール１
１を回転させつつ、基材フィルムロール１１からベルト状の基材フィルム１２が、図１中
の矢印が指す方向に送り出される。次に、基材フィルム１２は、テンションを調節する一
対のピンチロール１３ａ，１３ｂを通った後、ダイコーター１４により未硬化の樹脂が塗
布される。続いて、基材フィルム１２は、円筒状の金型ロール１５の外周面に沿って半周
分移動する。このとき、基材フィルム１２に塗布された樹脂が金型ロール１５の外周面と
接する。
【００４１】
基材フィルム１２の材質としては特に限定されず、例えば、トリアセチルセルロース（Ｔ
ＡＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用いることができる。樹脂としては、
紫外線、可視光等の電磁波等のエネルギー線により硬化する樹脂が好適であり、本実施形
態においては、紫外線硬化性樹脂を用いた。
【００４２】
金型ロール１５は、深さ約２００ｎｍの略円錐形状（コーン形状）の複数の穴（円錐の底
面がアルミニウム表面側）が外周面に形成された円筒体である。円筒の寸法は、内径２５
０ｍｍ、外径２６０ｍｍ、長さ４００ｍｍである。このような金型ロール１５は、押出加
工により作製された円筒状のアルミニウム管の外周面を切削研磨した後、得られた研磨ア
ルミニウム管の平滑なアルミニウム表面（外周面）に対し、アルミニウムの陽極酸化とエ
ッチングとを３回繰り返し実施することにより作製することができる。金型ロール１５は
、円筒状のアルミニウム管の外周を同時に陽極酸化及びエッチングして作製されたもので
あるため、継ぎ目のない（シームレスな）ナノ構造を有する。したがって、紫外線硬化性
樹脂に対し、継ぎ目のないナノ構造を連続的に転写することができる。
【００４３】
基材フィルム１２が金型ロール１５の外周面と最初に接する位置には、金型ロール１５の
外周面と対向するように円柱状のピンチロール１６が配置されている。この位置において
、金型ロール１５とピンチロール１６とで基材フィルム１２を挟み込み、金型ロール１５
と紫外線硬化性樹脂とを加圧密着させることにより、金型ロール１５の表面形状が紫外線
硬化性樹脂に転写される。金型ロール１５とピンチロール１６とで基材フィルム１２を均
一に挟み込むために、基材フィルム１２の幅は、金型ロール１５及びピンチロール１６の
長さよりも小さい。また、ピンチロール１６は、ゴム製である。
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【００４４】
基材フィルム１２が金型ロール１５の外周面に沿って移動する間に、金型ロール１５の下
方から、紫外線が照射される。これにより、紫外線硬化性樹脂は、金型ロール１５のナノ
メートルサイズの凹凸の反転形状を有した状態で硬化される。なお、図１中の白抜き矢印
は、紫外線の照射方向を示している。
【００４５】
金型ロール１５の外周面に沿って半周分移動後、基材フィルム１２は、金型ロール１５の
外周面と対向するように配置されたピンチロール１７に沿って移動し、硬化された紫外線
硬化性樹脂の膜とともに金型ロール１５から剥離される。続いて、ラミネーションフィル
ムロール１８から供給されたラミネーションフィルム１９が、ピンチロール２０により、
基材フィルム１２の樹脂膜が配置された側に貼り合わせされる。最後に、基材フィルム１
２、ナノ構造を有する紫外線硬化性樹脂膜、及び、ラミネーションフィルム１９の積層フ
ィルムが巻き取られて積層フィルムロール２１が作製される。ラミネーションフィルム１
９を貼り合わせることにより、樹脂膜表面にホコリが付着したり、傷がつくことを防止す
る。
【００４６】
このようにして作製された積層フィルムロール２１の樹脂膜（被転写膜）３１は、図２に
示すように、高さ約２００ｎｍの略円錐形状の突起３２が、頂点間の距離約２００ｎｍで
多数形成された表面構造を有している。このような表面構造は、一般に「モスアイ（蛾の
目）構造」と呼ばれることがあり、モスアイ構造を有する膜は、例えば可視光の反射率を
０．１５％程度にすることができる超低反射膜として知られている。モスアイ構造を有す
る膜においては、可視光の波長の長さ（３８０～７８０ｎｍ）よりも小さな突起が存在す
ることにより、図３に示すように、界面の屈折率が、膜の表面上の空気の屈折率である１
．０から、膜の構成材料の屈折率（樹脂膜３１の場合、１．５）と同等になるまで連続的
に徐々に大きくなっているとみなすことができる。その結果、実質的には屈折率界面が存
在せず、膜の界面での反射率が極端に減少する。
【００４７】
図４（ａ）に示される金型ロール１５は、図４（ｂ）に示される金属製の固定ロール１５
１及びゴムバルーン１５６を用いてナノインプリント装置内に取り付けられる。本実施形
態においては、金属管の表面にナノ構造を形成することによって金型を作製していること
から、ナノインプリント装置内に直接取り付けられる金属柱を金型に用いる場合よりも、
金型の構造を単純化することができ、金型を安価に作製することができる。研磨アルミニ
ウム管については、押出加工により形成された円筒状のアルミニウム管の表面を高精度に
切削することで鏡面化したものが安価に入手可能である。また、金型ロール１５を固定ロ
ール１５１に着脱する方式を採用することによって、金型ロール１５のみの取替え、メン
テナンスができるためナノインプリント装置のランニングコストを低減することができる
。
【００４８】
図５は、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態を示す斜視模式図である。また、
図６は、実施形態１において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（着脱時）
を示す断面模式図である。更に、図７は、実施形態１において、金型ロールの筒内に固定
ロールを挿入した状態（固定時）を示す断面模式図である。
固定ロール１５１は、ゴムバルーン１５６が封入される中空の胴体部１５１ａと、その両
端面から伸びる軸部１５１ｂとから構成される。胴体部１５１ａは、円筒状であり、筒の
両端は壁面で構成されている。また、胴体部１５１ａには、固定ロール１５１の回転軸方
向、すなわち軸部１５１ｂの延伸方向に対して平行に形成された複数の開口が形成されて
いる。胴体部１５１ａの開口は、樹脂が均等な圧力で加圧されやすいように、固定ロール
１５１の回転軸方向に対して平行に設けられることが好ましい。また、同様の理由で、複
数の開口は、均等な大きさで形成され、均等な間隔で配置されることが好ましい。更に、
ゴムバルーン１５６が傷つくことを防止するために、胴体部１５１ａの開口形状は角張っ
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ていないことが好ましい。胴体部１５１ａの外径は２４６ｍｍであり、胴体部１５１ａの
長さは４００ｍｍである。軸部１５１ｂは、ナノインプリント装置内の軸取り付け部に挿
入される。軸取り付け部を通じて供給される動力により、固定ロール１５１は、軸部１５
１ｂの延伸方向を回転軸として回転可能である。
【００４９】
固定ロール１５１の胴体部１５１ａ内に配置されたゴムバルーン１５６は、金型ロール１
５の固定を行うためのものである。円筒状の金型ロール１５は、筒内に固定ロール１５１
を挿入することによって、固定ロール１５１の胴体部１５１ａの周囲に取り付けられる。
この金型ロール１５の取り付けの際には、図６に示すように、ゴムバルーン１５６をしぼ
んだ状態にしておく。同様に、金型ロール１５の取り外しの際にも、ゴムバルーン１５６
をしぼんだ状態にしておく。次に、金型ロール１５の固定を行う際には、ゴムバルーン１
５６内に加圧口２５６を通じて流体を注入し、図７に示すように、固定ロール１５１の胴
体部１５１ａに形成された開口からゴムバルーン１５６がはみ出て金型ロール１５の内周
面に押しつけられるまでゴムバルーン１５６を膨ませる。すなわち、本実施形態において
、固定ロール１５１は中空ロールであり、ゴムバルーン１５６は弾性袋である。ゴムバル
ーン１５６を膨張させるための流体としては、例えば、空気等の気体、水等の液体を用い
ることができる。
【００５０】
加圧口２５６の形状としては、金型ロール１５を均一に加圧するために、回転軸に対して
点対称であることが好ましい。また、加圧口２５６の配置としては、金型ロール１５を均
一に加圧するために、回転軸の近傍、又は、回転軸に対して点対称に複数配置されている
ことが好ましい。
【００５１】
本実施形態の金型ロール１５の固定方法によれば、金型ロール１５の内周面に、ゴムバル
ーン１５６内の流体により、均一な圧力が加えられるため、金型ロール１５とピンチロー
ル１６とで基材フィルム１２を挟み込んでナノ構造を転写する際においても、基材フィル
ム１２上の樹脂が均一な圧力で加圧され、樹脂膜３１の膜厚のばらつきが生じることを防
止できる。本実施形態において作製された樹脂膜３１の膜厚を測定したところ、１０±０
．７μｍであり、膜厚の均一性において優れていた。また、表面が平滑な黒いアクリル板
（屈折率１．４９）の上に、作製した樹脂膜３１を糊（屈折率１．５０）で貼り付け、こ
れを白色光源下に照らして、観察角度を変化させながら目視により観察した結果、膜厚の
むら、及び、それに付随して生じる表示品位のむらは確認されなかった。このような樹脂
膜３１は、表示装置の画面、ショーウインドウ等の表示に用いられる面や、建築資材等の
装飾が施された面に対し、反射防止膜として好適に取り付けられる。表示装置としては、
例えば、液晶表示装置、有機エレクトロルミネッセンス表示装置、プラズマ表示装置が挙
げられる。
【００５２】
また、本実施形態の金型ロール１５を固定する方法によれば、流体の注入により金型ロー
ル１５を容易に固定することができ、流体の排出により金型ロール１５の固定を容易に解
除することができる。
【００５３】
本実施形態においては、図８に示すように、固定ロール１５１の胴体部１５１ａの外周面
に開口部を除いて、弾性体であるゴム板２５１が貼り付けられてもよい。ゴム板２５１は
、固定ロール１５１と金型ロール１５との接触を防止するストッパー（緩衝材）の役割を
有する。ゴム板２５１を設けることにより、ナノ構造を転写する際に、固定ロール１５１
と金型ロール１５とが接触して樹脂膜３１の厚みむらを引き起こすことや、固定ロール１
５１、金型ロール１５が損傷することを防止することができる。ゴム板２５１の厚みは、
例えば、０．５ｍｍである。本実施形態において、ゴム板２５１は、固定ロール１５１の
胴体部１５１ａの外周面に配置されたが、金型ロール１５の内周面、又は、固定ロール１
５１の胴体部１５１ａの外周面から露出したゴムバルーン１５６の表面に配置されてもよ



(12) JP 4875203 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

い。また、弾性体としては、衝撃を緩和することができるものであれば特に限定されず、
ゴム板２５１の代わりに例えばバネを用いてもよい。
【００５４】
また、図９に示すように、固定ロール１５１の胴体部の外周面に線状突起構造１５１ｃを
形成すると共に、金型ロール１５の内周面の、固定ロール１５１装着時に線状突起構造１
５１ｃと対応する位置に線状溝構造１５ｃを形成してもよい。線状突起構造１５１ｃは、
固定ロール１５１の周囲に金型ロール１５を取り付けた状態で、線状溝構造１５ｃに対し
、隙間を有しつつ嵌合する程度の高さで設けられる。そして、固定ロール１５１に金型ロ
ール１５を装着する際に線状突起構造１５１ｃと線状溝構造１５ｃとが緩く嵌合すること
で、固定ロール１５１に対して金型ロール１５を粗く位置決めすることができる。その後
、ゴムバルーン１５６を膨張させることで、固定ロール１５１に対して金型ロール１５を
高精度に保持することができる。したがって、例えば回転軸方向の長さが１メートル以上
の大型の金型ロール１５を用いて大面積の樹脂膜３１を生産する場合に、金型ロール１５
の着脱を容易にすることができる。
【００５５】
なお、図９（ａ）の例では、固定ロール１５１の胴体部の外周面に４つの線状突起構造１
５１ｃが設けられ、図９（ｂ）の例では、金型ロール１５の内周面に４つの線状溝構造１
５ｃが設けられているが、線状突起構造１５１ｃ及び線状溝構造１５ｃの組み合わせから
なる嵌合構造の数は特に限定されない。
【００５６】
嵌合構造の形状及び配置は特に限定されず、図９のように、端部のみに、各ロール１５，
１５１の回転軸方向に伸びる線状突起構造１５１ｃ及び線状溝構造１５ｃが設けられても
よいし、各ロール１５，１５１の一端から他端まで伸びる線状突起構造及び線状溝構造が
設けられてもよい。図９の線状突起構造１５１ｃ及び線状溝構造１５ｃによれば、金型ロ
ール１５と固定ロール１５１との間で生じる円周方向（回転方向）での滑りを防止するこ
とができる。また、ロールの円周方向に伸びるパターンの嵌合構造によれば、回転軸方向
でのロールのずれを防止することが可能である。更に、ロールの回転軸方向及び円周方向
の両方に伸びる平面的パターンの嵌合構造によれば、ロールの円周方向での滑り、及び、
回転軸方向でのずれの両方を防止することが可能である。
【００５７】
また、嵌合構造は、固定ロール１５１の外周面に線状溝構造を有し、金型ロール１５の内
周面に線状突起構造を有するものであってもよい。更に、一対の線状突起構造及び線状溝
構造の組み合わせからなる嵌合構造に代えて、３つ以上の線状突起構造を噛み合わせる嵌
合構造を用いてもよい。例えば、固定ロール１５１の外周面に２つの平行な線状突起構造
を有し、金型ロール１５の内周面に１つの線状突起構造を有し、固定ロール１５１側の２
つの線状構造間に金型ロール１５側の線状突起構造を挿入する形態としてもよい。
【００５８】
また、図１０に示すように、固定ロール１５１の軸部にベアリング１５１ｄを取り付けて
もよい。ベアリング１５１ｄを取り付けることにより、金型ロール１５が衝撃等により設
定された位置からずれた場合に、通常はナノインプリント装置の動力により強制的に回転
させられている金型ロール１５をフリーな状態（固定ロール１５１を介して動力が供給さ
れない状態）に切り替えて回転させることができ、これにより設定された位置により早く
戻す装置調整が可能になる。
【００５９】
実施形態２
図１１は、実施形態２において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（着脱時
）を示す断面模式図である。図１２は、実施形態２において、金型ロールの筒内に固定ロ
ールを挿入した状態（固定時）を示す断面模式図である。
実施形態２のローラー型ナノインプリント装置は、固定ロールを除いて、実施形態１のロ
ーラー型ナノインプリント装置と同様の構造を有する。本実施形態に係る固定ロール１５
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２は、中空の胴体部１５２ａに形成された開口をゴム板（ゴム製のシート）１５７で覆う
ことにより、固定ロール１５２の胴体部１５２ａ内全体を圧入流体の受け入れ容器として
いる。すなわち、本実施形態において、固定ロール１５２は中空ロールであり、ゴム板１
５７は弾性膜である。この形態によれば、固定ロール１５２自体を加圧用の容器として用
いることから、加圧口２５７を固定ロールに直接形成してローラー型ナノインプリント装
置内の流体注入部に直結することができる。その結果、流体の通路自体及び接続部の強度
を高めることができる。以下に本実施形態に係る固定ロールの詳細な構造を説明する。
【００６０】
本実施形態の固定ロール１５２は、中空の胴体部１５２ａと、その両端面から伸びる軸部
１５２ｂとから構成される。胴体部１５２ａは、円筒状であり、筒の両端は壁面で構成さ
れている。また、胴体部１５２ａには、固定ロール１５２の回転軸方向、すなわち軸部１
５２ｂの延伸方向に対して平行に複数の開口が形成されている。本実施形態では、胴体部
１５２ａに形成された開口がゴム板１５７で覆われている。固定ロール１５２に形成され
る開口は、樹脂が均等な圧力で加圧されやすいように、固定ロール１５２の回転軸方向に
対して平行に設けられることが好ましい。また、同様の理由で、複数の開口は、均等な大
きさで形成され、均等な間隔で配置されることが好ましい。胴体部１５２ａの外径は２４
６ｍｍであり、胴体部１５２ａの長さは４００ｍｍである。軸部１５２ｂは、ナノインプ
リント装置内の軸取り付け部に挿入される。軸取り付け部を通じて供給される動力により
、固定ロール１５２は、軸部１５２ｂの延伸方向を回転軸として回転可能である。
【００６１】
胴体部１５２ａの開口を覆うゴム板１５７は、金型ロール１５の固定を行うためのもので
ある。円筒状の金型ロール１５は、筒内に固定ロール１５２を挿入することによって、図
１１に示すように、固定ロール１５２の胴体部１５２ａの周囲に取り付けられる。金型ロ
ール１５の固定を行う際には、金型ロール１５内に加圧口２５７を通じて流体を注入し、
図１２に示すように、固定ロール１５２の胴体部１５２ａに形成された開口を覆うゴム板
２５７を、金型ロール１５の内周面に押しつけられるまで膨ませる。固定ロール１５２に
注入される流体としては、例えば、空気等の気体、水等の液体を用いることができる。
【００６２】
本実施形態の金型ロール１５を固定する方法によれば、金型ロール１５の内周面に、ゴム
板１５７を介して均一な流体圧力が加えられるため、金型ロール１５とピンチロール１６
とで基材フィルム１２を挟み込んでナノ構造を転写する際においても、基材フィルム１２
上の樹脂が均一な圧力で加圧され、樹脂膜３１の膜厚のばらつきが生じることを防止でき
る。本実施形態において作製された樹脂膜３１の膜厚を測定したところ、１０±０．２μ
ｍであり、膜厚の均一性において優れていた。また、実施形態１の場合と同様に、樹脂膜
３１の膜厚のむら、及び、それに付随する表示品位のむらは確認されなかった。
【００６３】
また、本実施形態の金型ロール１５を固定する方法によれば、流体の注入により金型ロー
ル１５を容易に固定することができ、流体の排出により金型ロール１５の固定を容易に解
除することができる。
【００６４】
本実施形態において、ゴム板１５７は、固定ロール１５２の内周面側に貼り付けられてい
る。この形態は、固定ロール１５２の外周面側に貼り付けた形態よりも接合強度の点で有
利である。一方、本実施形態において、固定ロール１５２と金型ロール１５との接触を防
止するストッパーとして、固定ロール１５２の胴体部１５２ａの外周面にゴム板が貼り付
けてもよく、この場合には、固定ロール１５２と金型ロール１５との接触を防止するスト
ッパー（緩衝材）としてのゴム板と、金型ロール１５の保持のために設けるゴム板１５７
とを一体のものとしてもよい。
【００６５】
実施形態３
図１３は、実施形態３に係る固定ロールの構造を示す斜視模式図である。
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本実施形態に係る固定ロール１５３は、胴体部に、均等な間隔で、同じ大きさの円形の開
口が複数形成されている。この形態においては、弾性膜２５８として、実施形態１のよう
に固定ロール１５３内にゴムバルーンを配置してもよく、実施形態２のように、固定ロー
ル１５３の開口を覆うようにゴム板を配置してもよい。本実施形態の固定ロールは、実施
形態１のローラー型ナノインプリント装置において、実施形態１の固定ロールの代わりに
用いることができる。
【００６６】
実施形態４
図１４は、実施形態４に係る固定ロールの構造を示す斜視模式図であり、図１５は、実施
形態４に係る固定ロールにゴムチューブを巻き付けた状態を示す断面模式図である。
本実施形態に係る固定ロール１５４は、回転軸１５４ｂに、間隔を空けて一対の円板１５
４ａが取り付けられた構造を有している。そして、この円板１５４ａ間の回転軸１５４ｂ
にゴムチューブ２５９を巻き付けた状態で円筒状の金型ロール１５に挿入される。本形態
においても、ゴムチューブ２５９を膨張させることにより金型ロール１５を内側から保持
することができ、ゴムチューブ２５９を収縮させることにより金型ロール１５の着脱が可
能である。すなわち、本実施形態において、固定ロール１５４は回転体であり、ゴムチュ
ーブ２５９は弾性袋である。本実施形態の固定ロールは、実施形態１のローラー型ナノイ
ンプリント装置において、実施形態１の固定ロールの代わりに用いることができる。
【００６７】
本実施形態においては、固定ロール１５４の円板１５４ａの外周面に、弾性体であるゴム
板が貼り付けられてもよい。ゴム板は、固定ロール１５４と金型ロール１５との接触を防
止するストッパー（緩衝材）の役割を有する。ゴム板を設けることにより、ナノ構造を転
写する際に、固定ロール１５４と金型ロール１５とが接触して樹脂膜３１の厚みむらを引
き起こすことや、固定ロール１５４、金型ロール１５が損傷することを防止することがで
きる。ゴム板の厚みは、例えば、０．５ｍｍである。本実施形態において、ゴム板は、金
型ロール１５の内周面に配置されてもよい。また、弾性体としては、衝撃を緩和すること
ができるものであれば特に限定されず、ゴム板の代わりに例えばバネを用いてもよい。
【００６８】
実施形態５
図１６は、実施形態５に係るローラー型ナノインプリント装置の全体構成を示す説明図で
ある。
本実施形態においては、固定ロールを設けずに、金型ロール２５の周囲に３本のピンチロ
ール２６，２７，２８を金型ロール２５の回転中心に対して回転対称に（１２０°間隔で
）設けることによりピンチロール２６，２７，２８のみで金型ロール２５を保持している
。そして、ピンチロール２６，２７，２８の回転により、金型ロール２５を回転させ、基
材フィルム１２を移動させる。
【００６９】
第１及び第３のピンチロール２６，２７は、実施形態１に係るローラー型ナノインプリン
ト装置においても設けられていたものである。第１のピンチロール２６は、基材フィルム
１２上の樹脂にナノ構造を転写するためのものである。第３のピンチロール２７は、金型
ロール１５と基材フィルム１２上の樹脂とを剥離させるためのものである。第２のピンチ
ロール２８は、金型ロール２５の配置を安定化させるためのものである。
【００７０】
本実施形態において、第１、第２及び第３のピンチロール２６，２７，２８は、均一に金
型ロール２５を加圧することが好ましい。例えば、ピンチロール２６，２７，２８の加圧
シリンダーの構造を同じにし、かつ同じ流体圧力で（同一系統で）加圧する形態が好適で
ある。
【００７１】
また、本実施形態では、３本のピンチロール２６，２７，２８を金型ロール２５の回転中
心に対して回転対称に設けるため、紫外線の照射は、第１のピンチロール２６と第２のピ
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ンチロール２８との間、第２のピンチロール２８と第３のピンチロール２７との間の２回
に分けて行われる。なお、図１６中の白抜き矢印は、紫外線の照射方向を示している。
【００７２】
なお、ピンチロールの本数は、金型ロール２５が偏芯しないように回転対称に配置するの
であれば、４本以上にしてもよい。なお、固定ロールを設けない場合、図１のように、２
本のピンチロールのみで金型ロール２５を保持すると、金型ロール２５が基材フィルム１
２から上向きの力を受けるため、安定走行することができない。
【００７３】
本実施形態のように、３本以上のピンチロールで金型ロールを押す場合、固定ロールを用
いずに金型ロールを保持することができる。このように固定ロールを用いない場合には、
ナノ構造を転写する際に金型ロールが回転軸方向にぶれないように、横滑り防止機構を設
けることが好ましく、例えば、図１７のようなストッパー１８１を設けてもよい。一方、
固定ロールを用いる場合には、ピンチロール２６，２７，２８を回転させることにより金
型ロール２５を回転させることができるので、固定ロールから金型ロール２５に回転の動
力を伝達する必要がない。したがって、固定ロールにベアリングが取り付けられ、固定ロ
ールはベアリングを介してローラー型ナノインプリント装置内に取り付けられることが好
ましい。
【００７４】
なお、実施形態１～５に係るローラー型ナノインプリント装置は、基材フィルム１２の送
り出しから基材フィルム１２の巻き取りまでを一貫して行うものであるが、本発明に係る
ローラー型ナノインプリント装置は、例えば、固定ロール、ゴムバルーン等の金型ロール
を保持して回転させる機構部、及び、ピンチロール、金型ロール等の型押しを行う機構部
のみからなるものであってもよい。
【００７５】
比較例１
比較例１のローラー型ナノインプリント装置は、固定ロールを除いて、実施形態１のロー
ラー型ナノインプリント装置と同様の構造を有する。本比較例においては、実施形態１と
同じ金型ロールを金属ロールに被せ、該金型ロールと金属ロールとの間の空間にスペーサ
ー（楔）を差し込み、更に金型ロールと金属ロールとの間に硬化性樹脂を注入後、該硬化
性樹脂を硬化させることにより両者を接着した。そして、金型ロールをローラー型ナノイ
ンプリント装置内に取り付け、実施形態１と同様に、モスアイ構造を作製した。その結果
、樹脂膜の膜厚分布は、１２±１．８μｍであった。また、表面が平滑な黒いアクリル板
（屈折率１．４９）の上に、作製した樹脂膜を糊（屈折率１．５０）で貼り付け、これを
白色光源下に照らして、観察角度を変化させながら目視により観察した結果、膜厚差に起
因する干渉色が観察された。
【００７６】
本願は、２００８年２月２７日に出願された日本国特許出願２００８－０４６６６７号を
基礎として、パリ条約ないし移行する国における法規に基づく優先権を主張するものであ
る。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】実施形態１に係るローラー型ナノインプリント装置の全体構成を示す説明図であ
る。
【図２】実施形態１で作製された樹脂膜の表面構造を示す断面模式図である。
【図３】図２に示された樹脂膜の表面構造と空気層との界面における屈折率の変化を示す
説明図である。
【図４】（ａ）は、実施形態１に係る金型ロールの構成を示す斜視模式図であり、（ｂ）
は、実施形態１に係る固定ロールの構成を示す斜視模式図である。
【図５】実施形態１において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態を示す斜視
模式図である。
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【図６】実施形態１において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（着脱時）
を示す断面模式図である。
【図７】実施形態１において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（固定時）
を示す断面模式図である。
【図８】実施形態１において、固定ロールの胴体部の外周面にゴム板が貼り付けられた形
態の一例を示す断面模式図である。
【図９】（ａ）は、胴体部の外周面に線状突起構造が形成された固定ロールの一例を示す
斜視模式図であり、（ｂ）は、内周面に線状溝構造が形成された金型ロールの一例を示す
斜視模式図である（実施形態１）。
【図１０】軸部にベアリングが取り付けられた固定ロールの一例を示す斜視模式図である
（実施形態１）。
【図１１】実施形態２において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（着脱時
）を示す断面模式図である。
【図１２】実施形態２において、金型ロールの筒内に固定ロールを挿入した状態（固定時
）を示す断面模式図である。
【図１３】実施形態３に係る固定ロールの構造を示す斜視模式図である。
【図１４】実施形態４に係る固定ロールの構造を示す斜視模式図である。
【図１５】実施形態４に係る固定ロールにゴムチューブを巻き付けた状態を示す断面模式
図である。
【図１６】実施形態５に係るローラー型ナノインプリント装置の全体構成を示す説明図で
ある。
【図１７】実施形態５において、金型ロールの両側面に、横滑り防止機構としてストッパ
ーを配置した形態の一例を模式的に示す斜視分解図である。
【図１８】小型の金型ロールのパターンを大型の金型ロール上に塗布した紫外線硬化樹脂
に転写する方法を示す概略図である。図中のハッチングは、パターンが形成された領域を
示している。
【符号の説明】
【００７８】
１１　基材フィルムロール
１２　基材フィルム
１３ａ，１３ｂ，１６，１７，２０，２６，２７，２８　ピンチロール
１４　ダイコーター
１５，２５　金型ロール
１５ｃ　線状溝構造
１８　ラミネーションフィルムロール
１９　ラミネーションフィルム
２１　積層フィルムロール
３１　樹脂膜
３２　突起
５１　大型の金型ロール
５２　小型の金型ロール
１５１，１５２，１５３，１５４　固定ロール
１５１ａ，１５２ａ　胴体部
１５１ｂ，１５２ｂ　軸部
１５１ｃ　線状突起構造
１５１ｄ　ベアリング
１５４ａ　円板
１５４ｂ　回転軸
１５６　ゴムバルーン
１５７，２５１　ゴム板
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１８１　ストッパー
２５６，２５７　加圧口
２５８　弾性膜
２５９　ゴムチューブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】
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【図１０】

【図１１】
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